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危機管理マニュアルの点検結果について 

令和５年３月 20 日付け学号外通知「不審者の侵入事案を受けた学校安全の確保に向

けた対策について」の調査について、御協力いただきありがとうございました。文部科

学省から調査結果の通知がありましたのでお知らせします。 

学校への不審者侵入事案が相次いで発生しておりますので、各私立学校設置者及び各

私立学校長におかれましては、改めて、類似事案が起こり得る状況にないか、という視

点で対策の確認をお願いします。 

危機管理マニュアル（危険等発生時対処要領）については、学校保健安全法第 29条

により、各学校での作成が義務づけられております。未作成の学校におかれましては、

「学校の危機管理マニュアル作成の手引」や「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・

見直しガイドライン」等を参考に、確実に作成するようお願いいたします。また、不審

者侵入に関わる防犯対策や不審者侵入防止の３段階のチェック体制について記載が無

い場合など危機管理マニュアルの修正が必要な場合には、別紙２に沿って、令和５年度

中に修正を行うようお願いいたします。 
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